
資源物の一覧（出し方とそのﾎﾟｲﾝﾄ） 

資源物として出せるもの  資源物として出せないもの  出し方と注意   

・リターナブルビン（一升ビン・ビール、ジュース

焼酎などのビン） 

①フタを取る。⇒②中をすすいで水気を切る。⇒③集積所の

専用袋へ入れる。 
・化粧ビン、哺乳ビン、農薬の入っていたビン、割れたビン

ビ

ン

類 

・ビン以外のガラス製品（電球・食器・板ガラス・花瓶・鏡

など） 

・ワンウエイビン（茶色、無色、青、黒、緑、黄色

などのビン 
※取り除いたフタは、金属製のものはカン類へ、プラスチ

ック製のものはプラスチック製容器包装類へ出す。  
これらは「燃やさないごみ」へ出す。 

・ アルミカン（ジュース・ビールなど） ①中をすすいで水気を切る。（中身はを出す。）⇒②集積所

の専用袋へ入れる。 
・塗料缶、オイル缶、スプレー缶、１斗缶 

・ スチールカン（缶詰・菓子・のり・ジュースな

ど） 
カ

ン

類 

・カン以外の金属製品（なべ・やかん・釘・針金など） 
  ・ ビンなどの金属製のフタ 

１斗缶は「粗大ごみ」へ、その他は「燃やさないごみ」へ

出す。 

 

・ 新聞（新聞紙・チラシ広告） ・新聞 ⇒①ひもでしばって出す。（チラシも一緒）   ・カーボン紙、ノーカーボン紙、ロウびき紙、感熱紙、油紙

写真、ハードカバー付きの本、ビニールコーティングやア

ルミ付きの合成紙など）         

・ 雑誌（週刊誌・単行本・カタログ類など） ・雑誌 ⇒①なるべく同じ大きさのもので、まとめてひもで

しばって出す。 ・ 雑がみ（包装紙・紙袋・菓子などの箱・コピー

用紙・ハガキ・封筒など） ・雑がみ ⇒①ビニール、セロハン等ははがし、ひもでしば

るか、紙袋に入れて出す。 ・ ダンボール（断面が波形のもの） 

・ 紙パック（牛乳・ジュースなどのパックで、裏

が銀色でないもの） 

・ダンボール ⇒①箱は開いて扱いやすい大きさにたたんで

ひもでしばって出す。 
これらは「燃やすごみ」へ出す。 

紙

類 

 ・紙パック ⇒①水洗いし、切り開いて乾かしてからひもで

しばって出す。 
 

・アイロンプリントの紙「捺染紙（なっせんし）」は必ず 
 

※プラスチックの注ぎ口が付いている場合は、取り外して

注ぎ口は「プラスチック製容器包装類」に出す。 
「燃やすごみ」へ出す。 

※雨の日は出さないこと。紙は水にぬれるとリサイクルで

きなくなる。 

・ 古着、肌着、セーター、シーツ、タオルなど ① 洗っておく。⇒②ボタン・ファスナーはつけたままで良

い。⇒③透明の袋、または組合の指定袋（プラスチック

製容器包装類）に「布」と記入して出す。 

① 綿の入った物、ビニールのような化学合成繊維、革製品、

 
マクラ、玄関マット 

布

類 

  ②ふとん、ジュ-タン、カーペット、カーテン 

 ※雨の日は出さないこと。水にぬれるとリサイクルできな

くなる。 
 ①は「燃やすごみ」に、②は「粗大ごみ」に出す。 

 

① キャップ、ラベルを取る。 ⇒②中をすすぎ、水気を切

ってつぶす。⇒③集積所の専用袋へ入れる。 
ペ

ッ

ト

ボ

ト

ル 

・飲料用、酒、しょう油用でペットマークのあるボ

トル状のもの。 

・塩ビボトル・油のボトルなどボトル状であってもペットマ

ークのないもの  

 ※取り除いたフタは、プラスチック容器包装類へ出す。 ・卵のパックなど、ペットマークがあってもボトル状でない

もの。 
 

 ※ペットは必ずつぶすこと。専用袋に入れる量が増え、運

搬するのに便利。 
 

 これらは「プラスチック製容器包装類」に出す。 

 



 
 
 

資源物として出せるもの  資源物として出せないもの  出し方と注意   

・ トレイ・パック類（白色又は絵柄などのついたト

レイ,卵やイチゴのパック,洗剤の詰め替え用パ

ックなど） 

・すすいで水気を切る。 プ

ラ

ス

チ

ッ

ク

製

容

器

包

装

類 

・商品の容器や包装ではないプラスチックやビニールなど 

    値札やシールははがさず出して良い。 
（バケツ・ストローなど） 

    洗剤や薬品類は必ず洗う。 ・ カップ・ケース類（カップ麺の容器、プリン、ゼ

リーなどの容器） 
・商品の容器や包装であってもプラスチックやビニールなど

ではないもの） 
    しずくが滴らない程度に水切りする。 

・ チューブ類（マヨネーズ・ケチャップ・・練りわ

さびなどの容器）     食用油のボトルなどは、一晩逆さに置くと簡単に油

が切れる。 

 
・ 袋・ラップ類（スーパーのレジ袋、トレイのラッ

プ、パンなどの袋、包装フィルムなど） 
これらは「燃やすごみ」へ出す。 

 ・ ボトル類（ソース、油、洗剤、シャンプーなどの

容器） 
・指定袋（薄黄色）に入れる。 

・ キャップ類（ビンやペットボトルなどのプラスチ

ック製のフタ） 

   ※袋に入れるときは、小袋などに入れず直接入れる。

・ 梱包材・その他対象物（梱包の緩衝材袋に使われ

ている発砲スチロールやビニール、みかんやしい

たけなどのネット） 

 

 


